
明治初年備後国福山藩の寺院経営

言語: 

出版者: 明治大学教養論集刊行会

公開日: 2023-12-31

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 圭室,文雄

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/0002000223URL



105

明
治
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五
七
五
号
（
二
〇
二
三
・
一
二
）
一
〇
五
―
一
三
三
頁

　

前
回
は
九
州
地
方
、
と
り
わ
け
熊
本
藩
領
に
つ
い
て
明
治
初
年
の
寺
院
経
営
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
今
回
は
中
国
地
方
の
中
で
も

特
色
の
あ
る
福
山
藩
領
に
つ
い
て
論
述
し
た
い
と
思
う
。

第
一
章　
福
山
藩
の
寺
院
と
檀
家
の
分
布

　

福
山
藩
領
の
諸
宗
派
に
つ
い
て　

ま
ず
第
一
表
は
、
福
山
藩
領
の
諸
宗
派
の
寺
院
数
と
檀
家
数
の
分
布
に
つ
い
て
表
示
し
て
み
た
も
の

で
あ
る
。

　

総
寺
院
数
は
四
四
〇
か
寺
で
あ
る
。
寺
院
数
の
多
い
宗
派
を
み
る
と
、
第
一
位
は
一
向
宗
西
本
願
寺
派
の
八
五
か
寺
、
第
二
位
が
古
義

真
言
宗
の
八
三
か
寺
、
第
三
位
が
本
山
修
験
宗
の
六
三
か
寺
、
第
四
位
が
当
山
修
験
宗
の
六
二
か
寺
で
あ
る
。
第
五
位
は
日
蓮
宗
の
四
四

か
寺
、
第
六
位
は
曹
洞
宗
の
三
〇
か
寺
、
第
七
位
は
臨
済
宗
の
二
三
か
寺
、
第
八
位
は
一
向
宗
東
本
願
寺
派
二
〇
か
寺
、
第
九
位
は
浄
土
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明明

治治
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年年
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現現
在在

第
1表
　
備
後
国
福
山
藩
諸
宗
派
の
寺
院
数
と
檀
家
数
の
分
布
　
明
治
3年
（
18
70
）現
在

太
字
は
各
宗
派
の
檀
家
数
の
中
央
値

参
考
文
献
　
明
治
3
年
（
18
70
）「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
其
外
明
細
帳
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
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宗
一
九
か
寺
、
第
十
位
は
普
化
宗
八
か
寺
、
第
十
一
位
は
時
宗
二
か
寺
、
第
十
二
位
は
真
言
律
宗
一
か
寺
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
各
宗
派
寺
院
の
檀
家
数
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
福
山
藩
全
体
の
滅
罪
檀
家
数
は
三
八
、七
七
八
軒
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き

は
一
向
宗
西
本
願
寺
派
と
一
向
宗
東
本
願
寺
派
を
合
わ
せ
る
と
、
二
〇
、九
三
〇
軒
に
の
ぼ
る
事
で
あ
る
。
全
体
の
約
五
四
％
に
達
す

る
。
も
と
よ
り
隣
接
す
る
安
芸
国
は
「
備
前
法
華
に
安
芸
門
徒
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
一
向
宗
寺
院
が
極
め
て
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
事
か
ら
云
え
ば
、
福
山
藩
に
一
向
宗
が
多
い
の
は
当
然
か
も
知
れ
な
い
。

　

つ
ぎ
に
多
い
の
は
古
義
真
言
宗
の
六
、八
二
三
軒
で
、
全
体
の
約
一
七
・
六
％
、
第
三
位
は
日
蓮
宗
四
、二
六
五
軒
で
、
約
一
一
％
、
第

四
位
は
曹
洞
宗
二
、五
五
八
軒
で
、
約
六
・
六
％
、
第
五
位
は
浄
土
宗
で
二
、〇
九
六
軒
で
約
五
・
四
％
、
第
六
位
は
臨
済
宗
一
、九
六
六
軒

で
約
五
・
一
％
で
あ
る
。
こ
の
他
で
は
真
言
律
宗
は
一
一
〇
軒
、
時
宗
は
三
〇
軒
、
普
化
宗
・
本
山
修
験
宗
・
当
山
修
験
宗
は
い
ず
れ
も

滅
罪
檀
家
数
は
零
で
あ
る
。

　

以
上
の
事
か
ら
や
は
り
一
向
宗
の
滅
罪
檀
家
数
が
極
め
て
多
い
事
が
わ
か
る
。
尤
も
一
向
宗
の
内
訳
は
西
本
願
寺
派
と
東
本
願
寺
派
を

比
較
す
る
と
、
西
本
願
寺
派
約
八
六
・
七
％
、
東
本
願
寺
派
約
一
三
・
三
％
と
、
西
本
願
寺
派
の
檀
家
が
圧
倒
的
に
多
い
事
が
指
摘
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
第
一
表
の
無
住
の
寺
院
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
全
寺
院
数
四
四
〇
か
寺
に
た
い
し
て
、
無
住
寺
院
二
三
か
寺
な
の

で
、
全
体
の
約
五･

二
％
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
檀
家
数
零
の
寺
院
数
を
見
る
と
、
本
山
修
験
宗
・
当
山
修
験
宗
が
多
い
事
が
注
目
で
き
る
。
こ
の
二
宗
派
を
合
計
す
る
と

一
二
五
か
寺
と
な
り
、
全
体
の
無
檀
寺
院
の
約
七
九
％
を
占
め
る
。

　

下
段
は
、
各
宗
派
寺
院
の
中
か
ら
檀
家
数
零
の
寺
院
を
差
し
引
い
て
一
か
寺
あ
た
り
の
単
純
平
均
の
檀
家
数
を
算
出
し
て
み
た
。
つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
位
は
一
向
宗
西
本
願
寺
派
一
か
寺
あ
た
り
二
一
三
・
四
軒
、
第
二
位
一
向
宗
東
本
願
寺
派
一
四
六
・
八
軒
、
第
三
位
日
蓮
宗
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一
二
九
・
二
軒
、
第
四
位
浄
土
宗
一
一
六
・
四
軒
、
第
五
位
真
言
律
宗
一
一
〇
軒
、
第
六
位
臨
済
宗
一
〇
三
・
五
軒
、
第
七
位
曹
洞
宗

九
一
・
四
軒
、
第
八
位
古
義
真
言
宗
八
七
・
五
軒
、
第
九
位
時
宗
三
〇
軒
、
普
化
宗
・
本
山
修
験
宗
・
当
山
修
験
宗
は
い
ず
れ
も
滅
罪
檀
家

は
零
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
檀
家
数
三
〇
〇
軒
以
上
を
持
っ
て
い
る
寺
を
表
示
し
た
の
が
第
二
表
で
あ
る
。

　

つ
い
で
檀
家
数
三
〇
〇
軒
以
上
持
っ
て
い
る
寺
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

檀
家
数
三
〇
〇
軒
以
上
の
寺　
第
二
表
は
檀
家
数
三
〇
〇
軒
以
上
持
っ
て
い
る
寺
名
・
宗
派
名
・
本
山
名
・
檀
家
数
・
郡
名
・
地
名
を
記

し
た
表
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
寺
院
経
営
で
一
か
寺
あ
た
り
三
〇
〇
軒
以
上
の
檀
家
を
持
っ
て
い
れ
ば
経
営
が
安
定
し
て
い
る
寺
と
考
え
て
い
い
と
思
う
。

　

江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
は
、
寺
院
住
職
が
近
隣
の
人
々
の
寺
請
証
文
（
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
、
と
僧
侶
が
保
証
す
る
証
文
）
を
作
成

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
幕
府
が
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
と
寛
文
一
二
年

（
一
六
七
二
）
に
全
国
民
の
戸
籍
で
あ
る
宗
旨
人
別
帳
の
作
成
を
命
じ
、
そ
の
お
り
寺
院
住
職
に
寺
請
証
文
の
作
成
を
義
務
付
け
た
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
以
前
に
成
立
し
て
い
た
寺
は
多
く
の
檀
家
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
表
の
三
一
か

寺
は
少
な
く
と
も
一
六
七
〇
年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
寺
と
い
え
る
。

　

ま
ず
宗
派
別
に
見
て
み
よ
う
。
最
も
多
い
宗
派
は
一
向
宗
西
本
願
寺
派
の
二
一
か
寺
で
、
全
体
の
約
六
八
％
に
の
ぼ
る
。
こ
の
他
で
は

日
蓮
宗
が
三
か
寺
、
一
向
宗
東
本
願
寺
派
・
臨
済
宗･

古
義
真
言
宗
が
い
ず
れ
も
二
か
寺
。
浄
土
宗
が
一
か
寺
で
あ
る
。

　

檀
家
数
三
〇
〇
軒
以
上
の
寺
が
な
い
の
は
真
言
律
宗
・
時
宗
・
曹
洞
宗
・
普
化
宗
・
本
山
修
験
宗
・
当
山
修
験
宗
で
あ
る
。

　

郡
ご
と
の
寺
数
を
み
て
み
る
と
、
沼
隈
郡
一
四
か
寺
、
深
津
郡
一
〇
か
寺
、
芦
田
郡
七
か
寺
と
な
る
。

　

ま
ず
は
寺
院
数
・
檀
家
数
と
も
に
多
い
一
向
宗
西
本
願
寺
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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第 2表　備後国　福山藩寺院の檀家数 300 軒以上の寺

参考文献　�明治 3年（1870）閏 10 月「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」（『明治初年寺
院明細帳』第 6巻　すずさわ書店）

宗宗派派 寺寺名名 本本山山 檀檀家家数数 郡郡名名 地地名名

1 一向宗西派 光円寺 西本願寺 789 芦田 府中市村

2 一向宗西派 専明寺 西本願寺 715 深津 三吉村

3 一向宗西派 慶照寺 西本願寺 689 芦田 出口村

4 臨済宗 承天寺 妙心寺 683 沼隈 松永村

5 日蓮宗 妙顕寺 妙顕寺 650 沼隈 水呑村

6 一向宗西派 東蔵坊 西本願寺 640 沼隈 本郷村

7 一向宗東派 最善寺 東本願寺 625 深津 福山寺町

8 一向宗西派 明浄寺 西本願寺 600 芦田 府中村

9 一向宗西派 西福寺 西本願寺 600 芦田 金丸村

10 古義真言宗 観音寺 大覚寺 541 深津 福山吉津町

11 一向宗西派 常泉寺 西本願寺 490 沼隈 柳津村

12 浄土宗 大念寺 知恩院 487 深津 福山寺町

13 古義真言宗 長尾寺 大覚寺 480 深津 深津村

14 日蓮宗 常国寺 本法寺 451 沼隈 上山田村

15 一向宗西派 正円寺 西本願寺 447 沼隈 山手村

16 一向宗西派 徳円寺 西本願寺 440 芦田 広谷村

17 一向宗西派 萬福寺 西本願寺 438 沼隈 西村

18 一向宗西派 福照坊 西本願寺 400 沼隈 藤江村

19 一向宗西派 光源寺 西本願寺 373 沼隈 下山南村

20 一向宗西派 法真寺 西本願寺 347 深津 福山吉津町

21 一向宗西派 光明寺 西本願寺 330 芦田 常村

22 一向宗西派 光善寺 西本願寺 330 深津 福山寺町

23 一向宗東派 光円寺 東本願寺 330 深津 津之下村

24 臨済宗 天徳寺 妙心寺 320 沼隈 田尻村

25 日蓮宗 妙法寺 妙顕寺 320 深津 福山福徳町

26 一向宗西派 善正寺 西本願寺 316 沼隈 田島村

27 一向宗西派 大東坊 西本願寺 303 沼隈 藁江村

28 一向宗西派 法蔵坊 西本願寺 303 沼隈 藁江村

29 一向宗西派 宝光寺 西本願寺 300 沼隈 下山南村

30 一向宗西派 真光寺 西本願寺 300 深津 市村

31 一向宗西派 正満寺 西本願寺 300 芦田 上有地村

参考文献 明治3年（1870）閏10月「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」
（『明治初年寺院明細帳』第6巻　すずさわ書店）

第第22表表　　　　　　備備後後国国　　福福山山藩藩寺寺院院のの檀檀家家数数330000軒軒以以上上のの寺寺
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第
二
章　
福
山
藩
諸
宗
派
寺
院
の
実
態

一
向
宗
西
本
願
寺
派
の
末
寺
が
、
福
山
藩
に

は
八
五
か
寺
あ
る
の
で
、
い
つ
頃
こ
の
地
域

に
展
開
し
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
第

三
表
は
西
本
願
寺
が
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
木

像
と
寺
号
を
与
え
た
寺
院
で
あ
る
。

　

西
本
願
寺
に
は
全
国
の
末
寺
が
成
立
し
た

時
期
が
わ
か
る
史
料
と
し
て
、「
木
仏
留
」

（
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の
史

料
は
西
本
願
寺
が
末
寺
を
取
り
立
て
る
と
き
、

末
寺
に
与
え
た
「
木
仏
」（
阿
弥
陀
如
来
の
木

像
）
と
「
紙
寺
号
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
木

仏
は
末
寺
の
本
尊
と
な
る
も
の
で
、
紙
寺
号

と
は
西
本
願
寺
法
主
が
末
寺
の
寺
名
を
記
し

て
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
木
仏
留
と

は
木
仏
と
紙
寺
号
を
与
え
た
時
期
を
記
し
た

第 3表　西本願寺が本尊の阿弥陀如来木像と寺号を与えた寺院

参考文献　『木仏留・御影様之留』本願寺史料集成　同朋社
　　　　　�檀家数は明治 3年（1870）「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」国立国会図書

館所蔵

元元号号 年年 西西暦暦 月月 日日 国国名名 郡郡名名 地地名名 寺寺名名 檀檀家家数数

1 慶長 10 1605 4 4 備後 深津 市村 真光寺 300

2 慶長 11 1606 9 2 備後 品治 向永谷 金蔵坊 96

3 慶長 12 1607 3 7 備後 芦田 金丸 西福寺 600

4 慶長 13 1608 5 21 備後 安那 山野 光明寺 90

5 慶長 13 1608 6 3 備後 芦田 常村 光明寺 330

6 慶長 13 1608 9 4 備後 品治 服部本郷 福泉坊 200

7 慶長 13 1608 12 28 備後 沼隈 後地 南禅坊 162

8 慶長 14 1609 5 4 備後 沼隈 藤江 福照坊 400

9 慶長 14 1609 9 17 備後 神石 大矢 光徳寺 280

10 慶長 15 1610 閏2 8 備後 沼隈 柳津 常泉坊 490

11 慶長 15 1610 閏2 17 備後 沼隈 藤江 正蔵坊 203

12 慶長 15 1610 7 21 備後 沼隈 赤坂 浄泉坊 272

13 慶長 16 1611 4 15 備後 沼隈 中山南 南光坊 211

14 慶長 16 1611 4 15 備後 沼隈 中山南 宝福寺 59

15 元和 4 1618 7 27 備後 安那 東法成寺 西蓮寺 192

16 寛永 18 1641 8 13 備後 沼隈 下山南 善徳寺 128

17 寛永 18 1641 8 17 備後 深津 福山寺町 光明寺 243

18 寛永 18 1641 8 25 備後 深津 早戸 西明寺 185

19 寛永 19 1642 12 17 備後 沼隈 柳津 善立寺 226

20 寛文 2 1662 11 21 備後 芦田 府中市村 光円寺 789

21 寛文 2 1662 11 21 備後 芦田 府中市村 明浄寺 600

参考文献　『木仏留・御影様之留』本願寺史料集成　同朋社
檀家数は明治3年（1870）「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」国立国会図書館所蔵

第第33表表　　西西本本願願寺寺がが本本尊尊のの阿阿弥弥陀陀如如来来木木像像とと寺寺号号をを与与ええたた寺寺院院
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も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
本
願
寺
で
は
こ
の
時
期
を
末
寺
の
開
創
年
代
と
し
て
い
る
。

　

木
仏
留
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
～
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
ま
で
の
六
七
年
間
の
記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
現
存
す
る
の
は

二
〇
年
間
の
分
の
み
で
あ
る
。
残
り
四
七
年
間
分
は
現
存
し
な
い
。
更
に
現
在
残
っ
て
い
る
二
〇
年
間
の
も
の
で
も
、
一
年
間
の
元
旦
～

大
晦
日
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
史
料
は
な
く
、
い
ず
れ
も
断
片
的
な
史
料
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
そ
の
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
、
寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
は
七
月
二
八
日
～
八
月
二
八
日
ま
で
の
約
一
か
月
間
の
み
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
一
か
月
で
西
本
願
寺
か
ら
木
仏
を
も
ら
っ
た
全
国
の
末
寺
は
二
八
七
か
寺
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
事
か

ら
考
え
る
と
、
失
わ
れ
た
史
料
が
多
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　

木
仏
留
に
は
備
後
国
は
五
九
か
寺
、
安
芸
国
は
六
九
か
寺
の
末
寺
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
福
山
藩
の
明
治
三
年（
一
八
七
〇
）
に
存
在
し
た
一
向
宗
西
本
願
寺
派
末
寺
八
五
か
寺
の
内
、
二
一
か
寺
の
み
は
木
仏
留
か
ら

拾
い
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
全
体
か
ら
見
れ
ば
四
分
の
一
足
ら
ず
で
は
あ
る
が
、
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、
西
本
願
寺
が
末
寺
に
購
入
さ
せ
た
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

西
本
願
寺
が
末
寺
に
購
入
さ
せ
た
も
の　
第
四
表
は
一
向
宗
西
本
願
寺
派
の
末
寺
が
木
仏
・
紙
寺
号
以
外
に
購
入
し
た
物
で
あ
る
。

　

多
く
の
末
寺
は
大
谷
本
願
寺
親
鸞
聖
人
御
影
を
購
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
高
価
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
購
入
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
末
寺
は
毎
年
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
命
日
の
法
要
の
お
り
、
軸
物
な
の
で
本
堂
に
掛
け
て
供
養
会
を
行
っ
て
い
る
。
期
間
は

親
鸞
の
命
日
、
旧
暦
で
は
一
一
月
二
八
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
一
月
九
日
～
一
六
日
に
わ
た
り
報
恩
講
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
。

　

聖
徳
太
子
御
影
は
一
向
宗
で
は
仏
教
を
保
護
し
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
し
て
お
り
、
こ
れ
も
多
く
の
寺
が
購
入
し
て
い
る
。

　

三
朝
高
祖
真
影
は
親
鸞
が
浄
土
真
宗
相
承
の
祖
師
と
定
め
た
七
人
の
高
僧
、
七
祖
と
も
い
う
。
印
度
の
龍
樹
・
天
親
、
中
国
の
曇
鸞
・
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道
綽
・
善
導
、
日
本
の
源
信
・
法
然
の
七
人
の
高
僧
の
絵
像
の
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
の
表
に
見
る
よ
う
に
い
ず
れ
の
絵
像
等
は
寛
永
一
一
年

（
一
六
三
四
）
～
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
の
九
年
間
に
購
入
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
三
表
と
比
較
し
て
み
る
と
七
か
寺
重
複
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
七
か
寺
は
い
ず
れ
の
寺
も
ま
ず
本
尊
阿
弥
陀
如
来
木

像
と
紙
寺
号
を
ま
ず
購
入
し
、
少
し
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
備
後
国
沼
隈
郡
柳
津
村
善
立
寺
の
み
は
寛
永
一
九
年

一
二
月
一
七
日
に
阿
弥
陀
如
来
木
像
と
紙
寺
号
と
大
谷
本
願
寺
親

鸞
聖
人
御
影
を
同
時
に
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
第
三
表
と
第
四
表
を
比
較
す
る
と
七
か
寺
は
重
複
し
て
い

る
が
、
第
四
表
の
み
の
末
寺
が
五
か
寺
あ
る
の
で
、
第
三
表
の

二
一
か
寺
に
五
か
寺
加
算
し
て
、
合
計
二
六
か
寺
は
西
本
願
寺
の

『
木
仏
留
・
御
影
様
之
留
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
一
向
宗
西
本
願
寺
派
の
八
五
か
寺
の
内
、
約
三
一
％
の
末
寺

の
成
立
過
程
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第 4表　福山藩の一向宗寺院が西本願寺から購入した物

参考文献　『木仏留・御影様之留』本願寺史料集成　同朋社
　　　　　�檀家数は明治 3年（1870）「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」国立国会図書

館所蔵

元元号号 年年 西西暦暦 月月 日日 国国名名 郡郡名名 地地名名 寺寺名名 購購入入ししたた物物

1 寛永 11 1634 12 9 備後 芦田  金丸 西福寺
 聖徳太子御影・三朝高祖真影
 准如上人絵像

600

2 寛永 11 1634 12 9 備後 芦田  広谷 徳円寺  大谷本願寺親鸞聖人御影 400

3 寛永 12 1635 8 21 備後 安那  道上 浄光寺  大谷本願寺親鸞聖人御影 163

4 寛永 12 1635 10 6 備後 沼隈  柳津 常泉寺  准如上人絵像 490

5 寛永 12 1635 10 6 備後 芦田  有地 正満寺  准如上人絵像 300

6 寛永 13 1636 6 21 備後 深津  福山寺町 光善寺  准如上人絵像 330

7 寛永 13 1636 7 27 備後 品治  向永谷 金蔵坊  准如上人絵像 96

8 寛永 13 1636 7 27 備後 神石  大矢 光徳寺  大谷本願寺親鸞聖人御影 280

9 寛永 13 1636 8 2 備後 沼隈  中山南 南光坊  蓮如上人絵像 211

10 寛永 14 1637 6 21 備後 沼隈  山手 正円寺  准如上人絵像 447

11 寛永 19 1642 2 13 備後 沼隈  藤江 正蔵坊  准如上人絵像 203

12 寛永 19 1642 12 17 備後 沼隈  柳津 善立寺  大谷本願寺親鸞聖人御影 226

参考文献　『木仏留・御影様之留』　本願寺史料集成　同朋社

檀家数は明治3年（1870）「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」　国立国会図書館所蔵

第第44表表　　福福山山藩藩のの一一向向宗宗寺寺院院がが西西本本願願寺寺かからら購購入入ししたた物物

檀檀家家数数
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つ
ぎ
に
古
義
真
言
宗
寺
院
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

古
義
真
言
宗
寺
院
は
八
三
か
寺
あ
る
が
、
大
別
す
る
と
、
本
山
は
い
ず
れ
も
京
都
に
あ
る
御
室
仁
和
寺
の
末
寺
二
二
か
寺
、
嵯
峨
大
覚
寺

末
寺
六
一
か
寺
に
分
か
れ
る
。

　

仁
和
寺
の
直
末
寺
は
備
後
国
芦
田
郡
町
村
栄
明
寺
で
あ
り
、
そ
の
配
下
に
一
三
か
寺
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
福
山
藩
の
藩
外
で
あ
る
広
島

藩
領
の
備
後
国
御
調
郡
後
地
村
西
国
寺
末
寺
が
八
か
寺
あ
る
。

　

大
覚
寺
の
直
末
寺
は
福
山
藩
領
に
限
っ
て
云
え
ば
沼
隈
郡
草
戸
村
明
王
院
、
同
郡
東
中
条
村
広
山
寺
、
深
津
郡
福
山
吉
津
町
観
音
寺
の

三
か
寺
で
あ
る
。
ち
な
み
に
明
王
院
は
末
寺
四
五
か
寺
、
広
山
寺
は
末
寺
九
か
寺
、
観
音
寺
は
末
寺
一
か
寺
を
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
た
。

　

な
お
隣
接
す
る
備
中
国
の
幕
府
領
で
あ
る
小
田
郡
笠
岡
村
遍
照
寺
も
大
覚
寺
の
直
末
で
あ
る
が
、
こ
の
寺
の
末
寺
が
福
山
藩
内
に
三
か

寺
あ
る
。

　

以
上
の
事
か
ら
古
義
真
言
宗
に
限
っ
て
云
え
ば
大
覚
寺
末
寺
が
圧
倒
的
に
多
い
事
が
わ
か
る
。
な
お
福
山
藩
領
に
は
高
野
山
の
末
寺
は

一
か
寺
も
存
在
し
て
い
な
い
。

　

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）「
備
後
国
古
義
真
言
宗
本
末
帳
」（
水
戸
市
彰
考
館
文
庫
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
明
治
三
年
寺
院
明
細
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
古
義
真
言
宗
八
三
か
寺
の
内
七
六
の
寺
院
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
七
か
寺
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

寛
政
三
年
古
義
真
言
宗
本
末
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
寺
は
七
か
寺
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
寺
の
明
治
三
年
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

　

上
山
寺
村
観
音
院
は
「
住
職
こ
れ
無
く
当
藩
管
轄
沼
隈
郡
草
戸
村
明
王
院
末
同
国
芦
田
郡
福
性
院
住
職
円
性
兼
帯
こ
れ
あ
り
候
」
滅
罪

檀
家
四
八
軒
、

　

芦
原
村
開
法
寺
は
住
職
は
居
る
が
「
滅
罪
檀
家
こ
れ
な
し
」
と
あ
り
、
檀
家
零
。

　

千
田
村
宝
寿
院
は
住
職
も
お
り
、
滅
罪
檀
家
二
三
軒
と
あ
る
。
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栗
柄
村
虚
空
蔵
院
、
住
職
は
い
る
が
滅
罪
檀
家
二
軒
と
あ
る
。

　

八
尋
村
蓮
乗
院
、
住
職
は
お
り
、
滅
罪
檀
家
一
八
〇
軒
と
あ
る
。

　

新
山
村
福
盛
寺
、
住
職
は
お
り
滅
罪
檀
家
二
〇
〇
軒

　

芦
原
村
弥
勒
院
は
「
円
通
寺
住
職
周
道
兼
帯
」
滅
罪
檀
家
二
軒

　

以
上
の
よ
う
に
滅
罪
檀
家
が
少
な
い
寺
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
以
後
に
開
創
さ
れ
た
寺
院
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
寛
政
三
年
以
降
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
寺
で
数
多
く
の
檀
家
を
抑
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
の
史
料
で
は
充
分
説

明
で
き
な
い
。

　

つ
ぎ
に
日
蓮
宗
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
第
五
表
は
、
福
山
藩
日
蓮
宗
寺
院
の
成
立
過
程
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
宗
寺
院
の
成
立
過
程

　

史
料
は
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）「
日
蓮
宗
本
末
帳
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）「
日
蓮
宗
寺
院

本
末
帳
」（
水
戸
市
彰
考
館
文
庫
所
蔵
）、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
其
外
明
細
帳
」（
国
立
国
会
図
書
館
無
所

蔵
）
で
あ
る
。
檀
家
数
は
明
治
三
年
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
五
表
を
説
明
す
る
。
郡
ご
と
に
み
て
み
る
と
寺
院
数
四
四
か
寺
の
内
訳
は
沼
隈
郡
二
四
か
寺
、
深
津
郡
八
か
寺
、
芦
田
郡
・
安

那
郡
が
そ
れ
ぞ
れ
四
か
寺
、
神
石
郡
三
か
寺
、
品
治
郡
一
か
寺
と
な
る
。
日
蓮
宗
に
限
っ
て
云
え
ば
沼
隈
郡
に
集
中
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

つ
ぎ
に
日
蓮
宗
寺
院
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
寺
請
制
度
が
成
立
す
る
以
前
の
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
に
一
五
か
寺

成
立
し
て
い
る
。
他
宗
派
寺
院
の
成
立
は
概
ね
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
の
、
全
国
民
に
対
す
る
宗
旨
人
別
帳
の
作
成
の
時
期
前
後
に
集

中
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
地
域
の
日
蓮
宗
寺
院
は
か
な
り
早
く
京
都
の
日
蓮
宗
本
山
が
末
寺
開
創
に
乗
り
出
し
て
き
て
い
る
様
子

が
わ
か
る
。
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第 5表　福山藩日蓮宗寺院の成立過程

参考文献　上記表の�寛永 10 年（1633）は「日蓮宗末寺帳」（国立公文書館内閣文庫所蔵）
� 天明 6年（1786）は「日蓮宗末寺帳」（水戸市彰考館文庫所蔵）
� �明治 3年（1870）は「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」（国立国会図

書館所蔵）
　　　　　以上の史料による

郡郡名名 地地名名 寺寺院院名名 本本山山名名 寛寛永永1100 天天明明66 明明治治33 檀檀家家数数 備備考考

1 深津  福山  妙法寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 320

2 沼隈  水呑  妙顕寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 650

3 沼隈  水呑  善住寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 50

4 沼隈  下山南  本光寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 42

5 沼隈  水呑  重顕寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 180

6 沼隈  田尻  顕応寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 75

7 沼隈  上山田  常国寺  京都本法寺 ○ ○ ○ 461

8 沼隈  後地  法宣寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 73

9 沼隈  後地  妙蓮寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 81

10 沼隈  能登原  正瑞寺  京都妙蓮寺 ○ ○ ○ 40

11 安那  栗根  妙永寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 130

12 芦田  府中市村  法音寺  京都妙顕寺 ○ ○ ○ 62

13 芦田  下安地  本安寺  京都本能寺 ○ ○ ○ 200

14 芦田  相方  本泉寺  京都本能寺 ○ ○ ○ 180

15 品治  新市  本住寺  京都本能寺 ○ ○ ○ 183

16 安那  川南  妙立寺  京都本法寺 ○ ○ 75

17 深津  福山  光政寺  京都妙覚寺 ○ ○ 140

18 深津  福山  長正寺  京都本圀寺 ○ ○ 98

19 深津  福山  通安寺  京都本法寺 ○ ○ 186

20 深津  野々濱  蓮瑞寺  京都本法寺 ○ ○ 0

21 沼隈  後地  顕政寺  京都本法寺 ○ ○ 128

22 沼隈  中山田  法縁寺  京都本法寺 ○ ○ 15

23 安那  山野  本覚寺  京都妙顕寺 ○ ○ 26

24 神石  笹屋  上妙楽寺  京都妙顕寺 ○ ○ 61

25 神石  笹屋  東福寺  京都妙顕寺 ○ ○ 34

26 神石  笹屋  妙楽寺  京都妙顕寺 ○ ○ 95

27 芦田  中須  本覚寺  京都本能寺 ○ ○ 25

28 沼隈  本郷  大法寺  京都妙蓮寺 ○ ○ 49

29 沼隈  本郷  妙皇寺  京都妙蓮寺 ○ ○ 218

30 深津  福山吉津  妙政寺  京都妙傳寺 ○ 180

31 深津  福山吉津  実相寺  身延山久遠寺 ○ 150

32 安那  箱田  一乗寺  京都妙顕寺 ○ 4

33 沼隈  柳津  妙蔵寺  京都妙顕寺 ○ 24

34 深津  福山吉津  恵了坊  京都妙傳寺 ○ 20  妙政寺塔頭

35 沼隈  水呑  寿仙坊  京都妙顕寺 ○ 0  福山妙顕寺塔頭

36 沼隈  水呑  玉泉坊  京都妙顕寺 ○ 0  福山妙顕寺塔頭

37 沼隈  水呑  玄祥坊  京都妙顕寺 ○ 0  福山妙顕寺塔頭

38 沼隈  上山田  山本坊  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

39 沼隈  上山田  松之坊  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

40 沼隈  上山田  中之坊  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

41 沼隈  上山田  谷之坊  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

42 沼隈  上山田  岸之坊  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

43 沼隈  上山田  竹之坊  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

44 沼隈  上山田  寿量寺  京都本法寺 ○ 0  常国寺塔頭

上記表の寛永10年（1633）は「日蓮宗末寺帳」（国立公文書館内閣文庫所蔵）
天明6年（1786）は「日蓮宗末寺帳」（水戸市彰考館文庫所蔵）
明治3年（1870）は「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」（国立国会図書館所蔵）

以上の史料による

第第55表表　　福福山山藩藩日日蓮蓮宗宗寺寺院院のの成成立立過過程程

参考文献
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そ
の
後
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
記
帳
さ
れ
て
い
る
寺
は
一
四
か
寺
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
は
お
そ
ら
く
先
述
の
寛
文
年
間
頃
に
成
立

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
段
階
で
新
に
登
場
し
て
い
る
寺
は
一
五
か
寺
あ
る
が
、
四
か
寺
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
日
蓮
宗
末
寺
で
規
模

が
大
き
い
寺
の
塔
頭
寺
院
で
あ
る
。
そ
の
数
一
一
か
寺
で
あ
る
。

　

な
お
明
治
三
年
の
史
料
の
中
の
一
か
寺
、
つ
ま
り
深
津
郡
吉
津
村
実
相
寺
の
み
が
甲
斐
国
身
延
山
久
遠
寺
の
末
寺
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
本
山
ご
と
の
末
寺
の
様
子
を
検
討
し
て
み
る
。

　

日
蓮
宗
は
末
寺
と
塔
頭
を
含
め
て
四
四
か
寺
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
末
寺
三
三
か
寺
、
塔
頭
一
一
か
寺
で
あ
る
。

　

一
番
末
寺
を
多
く
持
っ
て
い
る
の
は
京
都
の
妙
顕
寺
で
あ
る
。
一
九
か
寺
の
末
寺
が
こ
の
地
域
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
内
、
寛
永

一
〇
年
の
本
末
帳
で
は
一
〇
寺
辿
れ
る
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
「
京
都
妙
顕
寺
本
末
帳
」
で
は
更
に
四
か
寺
辿
る
事
が
で
き
る
。

明
治
三
年
明
細
帳
で
は
更
に
五
か
寺
辿
る
事
が
で
き
る
。
本
山
の
妙
顕
寺
は
日
蓮
宗
京
都
一
六
本
山
の
一
つ
で
、
京
都
市
上
京
区
寺
之
内

通
に
あ
り
、
開
創
は
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）、
開
山
は
日
像
と
伝
え
る
。

　

二
番
目
に
末
寺
が
多
い
本
山
は
京
都
の
本
法
寺
、
一
三
か
寺
で
あ
る
。
寛
永
一
〇
年
の
本
末
帳
に
は
一
か
寺
、
天
明
六
年
本
法
寺
末
寺

帳
に
は
さ
ら
に
五
か
寺
含
ま
れ
て
い
る
。
明
治
三
年
明
細
帳
で
は
更
に
七
か
寺
辿
る
事
が
で
き
る
。
本
法
寺
は
京
都
市
上
京
区
小
川
通
に

あ
り
、
開
創
は
康
正
年
間
（
一
四
五
五
～
七
）、
開
山
は
日
親
。

　

三
番
目
は
京
都
の
本
能
寺
末
寺
の
四
か
寺
で
あ
る
。
寛
永
一
〇
年
本
末
帳
に
は
三
か
寺
。
天
明
六
年
本
能
寺
派
末
寺
帳
に
よ
れ
ば
更
に

一
か
寺
記
さ
れ
て
い
る
。
本
能
寺
は
京
都
市
中
京
区
寺
町
に
あ
る
。
開
創
は
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）、
開
山
は
日
隆
。

　

四
番
目
は
京
都
妙
蓮
寺
末
寺
が
三
か
寺
あ
る
。
寛
永
一
〇
本
末
帳
に
は
一
か
寺
、
天
明
六
年
妙
蓮
寺
派
寺
院
本
末
帳
に
は
更
に
二
か
寺

し
る
さ
れ
て
い
る
。
妙
蓮
寺
は
京
都
市
上
京
区
寺
之
内
通
大
宮
東
入
ル
に
あ
る
。
開
創
は
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）、
開
山
は
日
像
。
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末
寺
が
福
山
藩
領
に
一
か
寺
の
み
あ
る
本
山
は
京
都
の
妙
傳
寺
・
本
圀
寺
・
妙
覚
寺
と
甲
斐
国
身
延
山
久
遠
寺
で
あ
る
。

　

甲
斐
国
の
久
遠
寺
は
日
蓮
の
墓
地
が
あ
る
日
蓮
宗
の
総
本
山
で
あ
る
。
開
創
は
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）、
開
山
は
日
蓮
で
あ
る
。

　

京
都
の
三
つ
の
本
山
に
つ
い
て
記
す
と
妙
覚
寺
は
京
都
市
上
京
区
新
町
通
に
あ
る
。
開
創
は
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）。
開
山
は
日

実
。
本
圀
寺
は
現
在
京
都
市
山
科
区
御
陵
大
岩
町
に
あ
る
。
開
創
は
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）、
開
山
は
日
静
。

　

妙
傳
寺
は
京
都
市
左
京
区
北
門
前
町
に
あ
る
。
開
創
は
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）、
開
山
は
日
意
。

　

表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
本
山
は
い
ず
れ
も
京
都
の
一
六
本
山
と
い
わ
れ
る
大
寺
院
で
あ
る
。
身
延
山
久
遠
寺
末
寺
は
一
か
寺
に
過
ぎ
な

い
。
身
延
山
を
は
じ
め
関
東
地
方
の
日
蓮
宗
大
本
山
寺
院
が
殆
ど
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
し
た
い
と
思
う
。

　

福
山
藩
の
日
蓮
宗
の
寺
院
が
江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
一
〇
年
ま
で
に
一
五
か
寺
開
創
し
て
い
た
事
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　

福
山
藩
に
あ
る
日
蓮
宗
寺
院
の
中
で
大
規
模
な
寺
院
と
思
わ
れ
る
の
は
妙
政
寺
・
妙
顕
寺
・
常
国
寺
の
三
か
寺
で
あ
る
。

　

妙
政
寺
の
本
山
は
京
都
妙
傳
寺
で
あ
る
。
妙
政
寺
は
深
津
郡
福
山
町
吉
津
村
に
あ
り
、
境
内
地
は
一
二
、五
八
五
坪
あ
り
、
こ
の
土
地

は
年
貢
免
除
地
と
さ
れ
て
い
る
。
滅
罪
檀
家
は
一
八
〇
軒
持
っ
て
い
る
。
塔
頭
恵
了
坊
を
抱
え
て
い
る
。
妙
政
寺
に
は
福
山
藩
第
二
代
藩

主
水
野
勝
俊
の
墓
が
あ
る
。

　

福
山
藩
の
妙
顕
寺
の
本
山
は
京
都
妙
顕
寺
で
あ
る
。
本
山
は
日
像
が
開
山
、
京
都
に
は
一
三
三
一
年
に
入
っ
た
日
蓮
宗
最
初
の
寺
院
、

福
山
藩
の
妙
顕
寺
は
沼
隈
郡
水
呑
村
に
あ
り
、
境
内
地
は
六
〇
九
坪
、
こ
の
土
地
は
年
貢
免
除
地
で
、
滅
罪
檀
家
は
六
五
〇
軒
あ
る
。
山

林
も
年
貢
免
除
地
で
二
町
一
反
八
畝
を
持
っ
て
い
る
。
塔
頭
は
寿
仙
坊
・
玉
泉
坊
・
玄
祥
坊
の
三
か
寺
で
あ
る
。
末
寺
は
善
住
坊
・
本
光

寺
・
妙
蔵
寺
の
三
か
寺
で
あ
る
。

　

沼
隈
郡
上
山
田
村
常
国
寺
は
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）「
京
本
法
寺
末
寺
帳
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）
に
備
後
山
田
常
国

寺
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
既
に
こ
の
時
期
に
は
成
立
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
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其
外
明
細
帳
」（
以
下
「
寺
院
明
細
帳
」
と
略
称
）
に
よ
る
と
、「
京
都
本
山
本
法
寺
末
、
中
本
寺
常
国
寺
と
あ
り
、
境
内
六
三
二
坪
、
滅

罪
檀
家
四
六
一
軒
、
山
林
二
町
四
反
歩
」
と
あ
る
大
寺
院
で
あ
る
。
塔
頭
は
山
本
坊
・
松
之
坊･

中
之
坊
・
谷
之
坊
・
岸
之
坊
・
竹
之
坊

と
寿
量
坊
の
七
か
寺
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
末
寺
三
か
寺
を
支
配
し
て
い
る
。

　
『
日
本
名
刹
大
辞
典
』（
雄
山
閣
出
版
）（
以
下
「
名
刹
」
と
略
称
）
に
よ
る
と
常
国
寺
は
現
在
廣
島
県
福
山
市
熊
野
町
に
あ
り
、
広
昌

山
定
親
院
と
称
す
る
。
開
創
は
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
六
）、
開
山
は
日
親
、
開
基
は
山
田
一
乗
山
城
主
渡
辺
越
中
守
。
天
正
年
中

鞆
に
流
さ
れ
て
い
た
室
町
幕
府
一
五
代
将
軍
足
利
義
昭
が
三
年
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
寺
に
滞
在
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
五

年
（
一
六
〇
〇
）
福
島
正
則
が
入
封
す
る
と
本
来
の
寺
領
一
〇
〇
石
が
没
収
さ
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
京
都
本
能
寺
末
寺
の
内
、
三
か
寺
が
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
一
一
月
「
洛
陽
本
能
寺
末
寺
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

備
後
国
宮
内
村
本
住
寺
・
有
地
本
安
寺
・
同
本
泉
寺
の
三
か
寺
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
三
年
「
寺
院
明
細
帳
」
に
は
品
治
郡
新
市
村
本
住
寺
と
あ
り
、
境
内
三
五
坪
、
滅
罪
檀
家
一
八
三
軒
、
山
林
六
反
五
畝
三
歩
と

あ
る
。

　

芦
田
郡
下
有
地
村
本
安
寺
は
境
内
三
〇
八
坪
、
滅
罪
檀
家
二
〇
〇
軒
、
山
林
四
反
歩
と
あ
る
。

　

芦
田
郡
相
方
村
本
泉
寺
は
境
内
一
一
九
坪
、
滅
罪
檀
家
一
八
〇
軒
と
あ
る
。

　

京
都
の
本
山
本
能
寺
に
は
福
山
藩
内
の
末
寺
か
ら
提
出
し
た
「
由
緒
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
本
能
寺
末

寺
の
品
治
郡
新
市
村
本
住
寺
・
芦
田
郡
相
方
村
本
泉
寺
・
芦
田
郡
有
地
村
本
安
寺
・
芦
田
郡
中
津
村
本
覚
寺
の
四
か
寺
の
分
で
あ
る
。
史

料
は
藤
井
学
・
波
多
野
郁
夫
編
『
本
能
寺
史
料
西
国
末
寺
編
』（
思
文
閣
出
版
）
に
よ
る
。
い
ず
れ
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
必
要

な
箇
所
の
み
要
約
し
て
記
し
た
。

　

本
住
寺
は
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
九
月
「
新
市
村
本
住
寺
由
緒
書
」
に
よ
る
と
こ
の
寺
の
開
創
年
代
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
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三
月
、
開
基
者
は
相
方
村
千
葉
修
理
進
ほ
か
六
名
、
開
山
は
善
住
院
日
慶
、
本
堂
二
五
坪
、
庫
裏
三
二
坪
、
田
畑
五
反
五
畝
、
檀
家

二
〇
八
軒
と
あ
る
。

　

本
泉
寺
は
天
保
一
〇
年
一
〇
月
「
相
方
村
本
泉
寺
由
緒
書
」
に
よ
る
と
、
真
言
宗
の
旧
地
を
買
い
取
り
、
日
蓮
宗
に
改
宗
。
開
創
年
代

は
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）、
開
基
者
は
有
地
美
作
守
、
開
山
は
先
蔵
院
日
継
、
本
堂
は
三
三
坪
、
庫
裏
は
三
二
坪
、
檀
家
は
二
一
八
軒
。

　

本
安
寺
は
天
保
一
〇
年
一
〇
月
「
有
地
村
本
安
寺
由
緒
書
」
に
よ
る
と
、
開
創
年
代
は
明
応
年
間
（
一
四
九
二
～
一
五
〇
〇
）、
開
基

者
は
有
地
石
見
守
、
開
山
は
本
住
院
日
領
、
本
堂
は
二
五
坪
、
庫
裏
は
三
六
坪
、
檀
家
三
〇
一
軒
。

　

本
覚
寺
は
天
保
一
〇
年
一
〇
月
「
中
津
村
本
覚
寺
由
緒
書
」
に
よ
る
と
、
開
創
年
代
は
万
治
年
間
（
一
六
五
八
～
一
六
六
〇
）、
開
基

者
は
高
木
村
楢
崎
治
右
衛
門
、
開
山
は
事
円
院
日
重
、
本
堂
は
一
六
坪
、
庫
裏
は
一
八
坪
、
檀
家
二
五
軒
と
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
本
山
修
験
宗
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

本
山
修
験
宗
は
福
山
藩
領
に
は
六
三
か
寺
あ
る
。「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
其
外
明
細
帳
」
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
領
内
の
頭
禁
頭
は
大

徳
寺
で
あ
る
。

備
前
国
児
島
郡
林
村

本
山
派
五
流　

備
後
国
深
津
郡
福
山
米
屋
町

一
、
伝
法
院
霞　

頭
禁
頭　

大
徳
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
職
修
善

一
、
境
内
無
之　

但
町
屋
住
居

一
、
滅
罪
檀
家
無
之
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一
、
元
朱
印
地
・
除
地
山
林
等
無
之

こ
の
大
徳
寺
は
現
在
岡
山
県
倉
敷
市
林
に
あ
る
五
流
山
伏
傳
法
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
傳
法
院
の
本
山
は
京
都
の
聖
護
院
で

あ
る
。
大
徳
寺
は
福
山
藩
領
の
中
本
寺
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
寺
で
あ
る
。
境
内
は
な
く
、
町
屋
に
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

住
職
は
町
屋
の
主
人
か
家
族
で
あ
り
、
生
活
は
町
人
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
事
が
う
か
が
え
る
。
何
故
な
ら
ば
滅
罪
檀
家
こ
れ
な
し
と
あ

り
、
こ
の
事
は
葬
式
や
法
要
を
し
、
寺
請
証
文
を
書
く
檀
家
が
一
軒
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
ま
た
幕
府
や
福
山
藩
主
か
ら
与
え
ら
れ
た
寺
領
も
な
く
、
藩
が
与
え
た
年
貢
を
免
除
す
る
耕
作
地
や
山
林
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
も
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
小
生
は
本
山
修
験
宗
の
寺
が
な
に
で
生
計
を
立
て
て
い
た
の
か
わ
か
ら
ず
に
い
た
が
、
修
験
宗
の
場
合
は
妻

帯
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
、
当
然
家
族
の
生
活
費
も
必
要
で
あ
っ
た
。

　

福
山
藩
の
本
山
修
験
宗
の
六
三
か
寺
の
う
ち
、
大
徳
寺
の
よ
う
な
「
町
屋
住
居
」
と
あ
る
寺
は
六
か
寺
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
「
農
家
住
居
」
と
あ
る
寺
を
挙
げ
て
み
る
と
、

本
山
派
五
流　
　

備
後
国
沼
隈
郡
山
手
村

一
、
傳
法
院
霞
下　
　

孔
雀
院　

住
職
節
山

一
、
境
内
但
農
家
住
居

一
、
滅
罪
檀
家
こ
れ
な
し

一
、
元
朱
印
地
・
除
地
山
林
等
こ
れ
な
し
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と
あ
る
。
孔
雀
院
は
広
島
県
福
山
市
山
手
に
あ
る
本
山
修
験
宗
の
寺
で
あ
っ
た
。
こ
の
寺
は
五
流
山
伏
の
配
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
寺
も
葬

式
檀
家
や
寺
請
檀
家
が
一
軒
も
な
く
生
活
を
続
け
て
お
り
、「
農
家
住
居
」
と
あ
る
の
で
、
身
分
は
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
場
合
本
山
修
験
宗
の
住
職
が
主
人
で
あ
っ
た
か
、
家
族
で
あ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
生
活
は
農
業
で
支
え
て
い
た
と
考
え
て

い
い
と
思
う
。
本
山
修
験
宗
六
三
か
寺
の
内
農
家
住
居
が
五
七
か
寺
占
め
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
山
修
験
宗
の
住
職
の
生
活
は
、
町
場
で
は
商
人
、
農
村
で
は
農
民
と
し
て
生
活
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

　

福
山
藩
内
で
五
流
傳
法
院
霞
下
（
本
山
の
聖
護
院
か
ら
み
る
と
又
末
寺
格
）
と
記
さ
れ
る
寺
は
四
二
か
寺
で
、
大
徳
寺
配
下
（
孫
末
寺

格
）
は
二
一
か
寺
で
あ
る
。
な
お
大
徳
寺
配
下
と
記
さ
れ
た
寺
は
い
ず
れ
も
寺
名
は
無
く
僧
名
の
み
で
、
肩
書
き
に
無
官
と
あ
り
、
い
ず

れ
も
境
内
・
滅
罪
檀
家
は
な
く
、「
農
家
住
居
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
農
家
の
仏
間
程
度
の
部
屋
で
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
当
山
修
験
宗
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

当
山
修
験
宗　
福
山
藩
領
の
当
山
修
験
宗
は
六
二
か
寺
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
大
本
山
は
山
城
国
宇
治
醍
醐
三
宝
院
で
あ
る
。
寺
格
ご
と
に

み
て
み
る
。

　

醍
醐
三
宝
院
の
直
末
寺
院
と
し
て
格
付
け
さ
れ
て
い
る
の
は
福
山
藩
で
は
六
か
寺
あ
る
。
史
料
に
は
山
城
国
宇
治
郡
末
派
と
記
さ
れ
て

い
る
。
沼
隈
郡
に
は
金
見
村
円
城
寺･

本
郷
村
本
城
院
・
地
頭
分
村
威
徳
院
・
浦
崎
村
萬
常
院
、
芦
田
郡
出
口
村
真
長
院
、
深
津
郡
本
庄

村
正
国
院
の
六
か
寺
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
は
い
ず
れ
も
支
配
下
の
孫
末
寺
院
を
抱
え
て
い
な
い
。

　

福
山
藩
領
で
は
な
く
、
他
地
域
の
直
末
寺
院
に
支
配
さ
れ
て
い
る
寺
院
が
五
六
か
寺
あ
る
。
福
山
藩
領
内
で
最
も
多
く
の
支
配
下
末
寺

を
持
っ
て
い
た
の
は
、
醍
醐
三
宝
院
の
直
末
格
寺
院
で
あ
る
大
和
国
内
山
金
剛
乗
院
永
久
寺
の
末
寺
で
あ
る
。
永
久
寺
は
現
在
の
地
名
で

言
え
ば
奈
良
県
天
理
市
杣
之
内
町
で
あ
る
。
開
創
は
平
安
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
は
山
内
に
塔
頭
が
五
一
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坊
あ
り
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
は
江
戸
幕
府
か
ら
朱
印
九
七
一
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
明
治
政
府
の
廃
仏
毀
釈
政
策
に
よ
り
、

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
廃
寺
と
な
っ
た
。
し
か
し
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
極
め
て
勢
力
が
強
く
、
隆
盛
を
極
め
た
大
寺
院
で
あ
っ
た
。

　

永
久
寺
支
配
下
末
寺
、
寺
格
で
言
え
ば
又
末
寺
格
の
寺
は
福
山
藩
領
に
七
か
寺
あ
る
。
そ
の
中
で
深
津
郡
吉
津
村
林
光
院
は
袈
裟
頭
と

し
て
孫
末
寺
を
三
八
か
寺
を
支
配
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
寺
の
住
居
は
農
家
居
住
と
し
て
い
る
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
住
職
は
厳

譽
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
林
光
院
支
配
下
の
寺
は
い
ず
れ
も
「
林
光
院
配
下
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寺
名
や
坊
名
は
な
く
「
僧
侶
名
」
の
み
記
さ
れ
て

い
る
。
住
居
は
い
ず
れ
も
「
農
家
住
居
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　

三
八
か
寺
を
地
域
的
に
み
て
み
る
と
、
沼
隈
郡
一
二
か
寺
、
品
治
郡
一
〇
か
寺
、
安
那
郡
・
芦
田
郡
が
そ
れ
ぞ
れ
六
か
寺
、
深
津
郡
が

三
か
寺
、
神
石
郡
は
一
か
寺
の
み
で
あ
る
。
沼
隈
郡
・
品
治
郡
に
か
な
り
多
く
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
に
掲
げ
た
孫
末
格
の
三
八
か
寺
は
寺
と
言
う
よ
り
も
修
験
者
個
人
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
う
。
し
か
も
そ
の
多
く
の
肩
書

き
に
「
無
官
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　

二
番
目
に
多
く
の
又
末
寺
院
を
抱
え
て
い
た
の
は
、
大
和
国
の
松
尾
寺
で
あ
る
。
修
験
道
の
霊
場
と
し
た
て
盛
ん
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
現
在
の
地
名
は
奈
良
県
大
和
郡
山
市
山
田
町
で
あ
る
。
現
在
は
真
言
宗
醍
醐
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
修
験
道
の
拠

点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
松
尾
寺
の
末
寺
（
又
末
寺
院
格
）
は
福
山
藩
領
に
八
か
寺
あ
る
。

　

三
番
目
は
江
戸
時
代
大
和
国
葛
上
郡
高
天
村
（
現
在
奈
良
県
御
所
市
高
天
町
）
に
あ
っ
た
古
義
真
言
宗
高
天
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
奈

良
興
福
寺
の
塔
頭
一
乗
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
明
治
初
年
廃
寺
と
な
っ
た
。
こ
の
寺
の
末
寺
が
二
か
寺
あ
る
。

　

四
番
目
は
大
和
国
吉
野
郡
吉
野
山
金
峰
山
修
験
本
宗
桜
本
坊
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
醍
醐
三
宝
院
の
直
末
寺
で
、
当
山
派
修
験
の
有
力

寺
で
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
独
立
し
た
。
こ
の
寺
の
末
寺
は
福
山
藩
領
に
一
か
寺
あ
る
。



123 明治初年備後国福山藩の寺院経営

　

こ
れ
ら
当
山
修
験
宗
の
寺
院
は
殆
ど
が
境
内
地
も
な
く
、
滅
罪
檀
家･

寺
領
も
な
く
、
伽
藍
も
な
く
、
し
い
て
言
え
ば
不
特
定
の
祈
願

檀
家
の
み
を
相
手
に
し
て
生
活
を
支
え
て
い
た
が
、
こ
の
史
料
を
見
る
限
り
本
山
修
験
宗
六
三
か
寺
、
当
山
修
験
宗
六
二
か
寺
、
合
計

一
二
五
か
寺
の
う
ち
、
僅
か
一
か
寺
の
無
住
寺
を
除
い
て
は
総
て
の
寺
に
僧
侶
が
存
在
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
修
験
者
は
妻
帯
し
家
族

と
と
も
に
生
活
し
て
い
る
。
福
山
藩
の
史
料
を
み
て
初
め
て
修
験
宗
寺
院
の
経
営
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
名
の
所
に
、
住
居
と
し
て
「
町
家
住
居
」
や
「
農
家
住
居
」
と
し
て
附
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

身
分
は
町
人
や
農
民
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
生
活
の
根
拠
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
で
最
低
限
保
障
さ
れ
て
い
た
事

で
あ
る
。
他
の
仏
教
諸
宗
派
の
僧
侶
の
生
活
は
滅
罪
檀
家
の
葬
式
や
法
要
が
主
な
収
入
源
で
あ
る
の
で
、
檀
家
数
の
多
寡
に
よ
り
寺
院
経

営
の
指
標
と
し
て
い
た
が
、
修
験
者
は
宗
教
の
み
な
ら
ず
生
活
の
糧
を
別
に
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
家
庭
生
活
は
保
証
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

し
か
し
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
一
五
日
の
明
治
政
府
太
政
官
布
達
第
二
七
三
号
に
よ
れ
ば

修
験
道
の
儀
、
今
よ
り
廃
止
せ
ら
れ
る
、
本
山
・
当
山
・
羽
黒
派
と
も
、
従
来
の
本
寺
所
轄
の
ま
ま
天
台
・
真
言
両
本
宗
へ
仰
せ

付
け
ら
れ
候
條
、
各
地
方
官
に
於
い
て
こ
の
旨
相
心
得
、
管
内
寺
院
へ
相
達
す
べ
く
候
事

　

但
し
将
来
営
生
の
目
的
な
ど
こ
れ
な
き
を
も
っ
て
、
帰
俗
出
願
の
む
き
は
、
始
末
具
状
の
上　

教
部
省
へ
申
し
い
ず
べ
く
候
事

と
あ
り
、
今
後
修
験
宗
は
廃
止
す
る
事
、
本
山
修
験
宗
・
当
山
修
験
宗
・
羽
黒
修
験
宗
は
、
江
戸
時
代
の
本
寺
の
管
轄
の
ま
ま
天
台
宗
や

真
言
宗
へ
改
宗
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
即
ち
本
山
修
験
宗
は
天
台
宗
へ
、
当
山
修
験
宗
は
真
言
宗
へ
、
羽
黒
修
験
宗
は
天
台
宗
へ
改
宗

さ
せ
る
よ
う
地
方
官
に
命
じ
て
い
る
。
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地
方
に
よ
っ
て
は
こ
れ
に
対
す
る
施
策
は
多
様
で
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
修
験
者
達
は
そ
れ
ぞ
れ
改
宗
し
て
い
る
。

　

一
方
明
治
政
府
が
神
仏
分
離
政
策
を
と
っ
た
た
め
、
全
国
の
藩
や
県
で
廃
仏
毀
釈
政
策
を
と
る
地
域
も
多
く
、
修
験
者
達
は
町
民
や
農

民
の
生
活
に
身
分
を
替
え
る
者
、
天
台
宗
や
真
言
宗
に
改
宗
す
る
者
、
村
落
の
村
鎮
守
の
神
主
に
転
職
す
る
者
な
ど
と
職
業
選
択
は
多
様

で
あ
っ
た
。

　

つ
ぎ
は
曹
洞
宗
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

曹
洞
宗
は
三
〇
か
寺
の
内
本
山
永
平
寺
の
末
寺
が
四
か
寺
あ
る
。
い
ず
れ
も
法
王
派
に
所
属
し
、
永
平
寺
の
直
末
で
あ
る
肥
後
国
（
熊
本

県
）
飽
田
郡
川
尻
町
大
慈
寺
の
末
寺
で
あ
る
。

　

一
方
本
山
を
總
持
寺
と
す
る
末
寺
は
二
六
か
寺
あ
る
。
總
持
寺
の
中
で
も
太
源
派
に
属
す
る
寺
院
一
六
か
寺
、
通
幻
派
に
属
す
る
寺
院

八
か
寺
、
実
峰
派
に
属
す
る
寺
院
が
二
か
寺
で
あ
る
。

　

全
体
の
寺
数
三
〇
か
寺
の
内
、
大
別
す
る
と
永
平
寺
派
が
四
か
寺
、
總
持
寺
派
が
二
六
か
寺
と
言
う
数
字
に
な
る
。
圧
倒
的
に
總
持
寺

派
が
多
い
。
福
山
藩
領
の
曹
洞
宗
寺
院
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　

こ
の
地
域
で
最
も
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
深
津
郡
福
山
寺
町
賢
忠
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
福
山
藩
の
曹
洞
宗
の
触
頭
寺
院
で
あ
る
。

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
福
山
藩
主
と
し
て
入
国
し
た
水
野
勝
成
（
一
〇
万
石
）
が
父
水
野
忠
重
の
菩
提
供
養
の
た
め
、
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
八
月
創
建
し
た
寺
院
で
あ
る
。
寺
領
は
藩
主
水
野
氏
か
ら
七
一
石
六
斗
と
一
七
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
藩

主
水
野
家
代
々
の
墓
地
が
あ
る
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
二
月
「
備
後
国
福
山
賢
忠
寺
支
配
下
諸
寺
院
帳
」（
石
川
県
輪
島
市
門
前
總

持
寺
祖
院
文
書
）
に
よ
る
と
、
賢
忠
寺
の
本
寺
は
三
河
国
刈
谷
楞
厳
寺
と
あ
り
、
法
王
派
と
あ
る
。
法
王
派
の
本
山
は
前
述
の
如
く
大
慈

寺
で
あ
る
。
大
慈
寺
は
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）「
總
持
寺
本
末
帳
」
作
成
の
段
階
で
始
め
て
永
平
寺
末
寺
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
其
外
明
細
帳
」
に
よ
れ
ば
、
賢
忠
寺
の
境
内
は
年
貢
免
除
地
で
七
、三
九
五
坪
、
滅
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罪
檀
家
六
九
軒
、
山
林
一
町
七
反
七
畝
一
〇
歩
と
あ
る
。
末
寺
は
善
福
寺
・
医
光
寺
の
二
か
寺
で
あ
る
。

　

福
山
藩
領
の
總
持
寺
派
寺
院
で
数
多
く
の
末
寺
を
抱
え
て
い
る
の
は
深
津
郡
福
山
吉
津
町
龍
興
寺
と
、
沼
隈
郡
山
手
村
三
宝
寺
の
二
か

寺
で
あ
る
。
先
述
の
宝
永
四
年
二
月
史
料
に
よ
る
と
龍
興
寺
は
一
〇
か
寺
の
末
寺
、
三
宝
寺
は
五
か
寺
の
末
寺
を
支
配
し
て
い
る
。

　

明
治
三
年
「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
其
外
明
細
帳
」
に
よ
る
と
龍
興
寺
は
總
持
寺
末
寺
で
太
源
派
な
の
で
能
登
国
鳳
至
郡
門
前
（
石
川

県
輪
島
市
門
前
）
總
持
寺
普
蔵
院
が
本
山
で
あ
る
。
明
治
三
年
の
史
料
に
よ
る
と
中
本
寺
と
あ
り
。
境
内
は
年
貢
免
除
地
で
一
、九
八
〇

坪
あ
り
、
滅
罪
檀
家
は
二
七
二
軒
と
あ
る
。
末
寺
は
中
興
寺
・
宝
台
寺
・
潮
音
寺
・
長
谷
寺
・
龍
泉
寺
・
福
泉
寺
・
安
全
寺
・
宝
巖
寺
・

松
林
寺
・
信
光
寺
で
あ
る
。

　

三
宝
寺
は
先
述
の
明
治
三
年
の
史
料
に
よ
る
と
中
本
寺
と
あ
り
、
通
幻
派
と
あ
る
の
で
本
山
は
總
持
寺
で
あ
る
が
所
属
は
妙
高
庵
の
配

下
と
な
る
。
境
内
は
年
貢
免
除
地
で
三
八
〇
坪
、
滅
罪
檀
家
は
二
〇
五
軒
、
山
林
三
反
八
畝
一
〇
歩
と
あ
る
。
末
寺
は
昌
源
寺
・
広
福

寺
・
法
運
寺
・
持
光
寺
・
西
林
寺
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
臨
済
宗
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

臨
済
宗
寺
院
は
二
三
か
寺
あ
る
。
京
都
に
あ
る
妙
心
寺
の
末
寺
が
最
も
多
く
一
八
か
寺
存
在
し
て
い
る
。
つ
い
で
備
中
国
（
岡
山
県
）
後

月
郡
天
神
山
村
重
玄
寺
の
末
寺
が
三
か
寺
あ
る
。
さ
ら
に
安
芸
国
（
廣
島
県
）
豊
田
郡
許
山
村
仏
通
寺
末
寺
が
一
か
寺
あ
る
。

　

京
都
市
右
京
区
花
園
に
あ
る
妙
心
寺
は
開
創
暦
応
年
間
（
一
三
三
八
～
四
一
）、
開
山
は
関
山
恵
玄
、
江
戸
時
代
に
は
全
国
に
五
、

一
三
〇
の
末
寺
を
持
つ
大
本
山
で
あ
っ
た
。
臨
済
宗
本
山
と
し
て
は
最
も
多
く
の
末
寺
を
抱
え
て
い
た
。
現
在
は
三
、四
二
一
か
寺
で
あ
る
。

　

重
玄
寺
は
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
開
創
、
開
山
は
千
畝
と
伝
え
て
い
る
。

　

仏
通
寺
の
開
創
は
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）、
開
山
は
愚
中
周
及
と
伝
え
る
。
臨
済
宗
仏
通
派
本
山
。

　

福
山
藩
臨
済
宗
触
頭
は
深
津
郡
福
山
東
町
に
あ
る
妙
心
末
寺
の
弘
宗
寺
で
あ
る
。
境
内
は
四
、〇
四
八
坪
、
滅
罪
檀
家
三
〇
軒
と
あ
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る
。
末
寺
は
二
か
寺
抱
え
て
い
る
。

　

磐
台
寺
は
沼
隈
郡
能
登
原
村
に
あ
る
妙
心
寺
の
末
寺
で
あ
る
が
、
開
創
は
暦
応
年
間
（
一
三
三
八
～
四
一
）、
開
山
は
覚
叟
建
智
、
元

亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
毛
利
輝
元
が
檀
那
と
な
り
、
観
音
堂
と
客
殿
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
名
刹
で
あ
る
。　

　

安
国
寺
は
妙
心
寺
派
末
寺
で
、
沼
隈
郡
後
地
村
に
あ
る
こ
の
地
域
の
小
本
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
既
に
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
金
宝
寺
と

称
し
て
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
足
利
尊
氏
が
南
北
朝
内
乱
期
の
戦
没
者
供
養
を
目
的
と
し
、
全
国
に

安
国
寺
を
一
寺
ず
つ
創
立
し
た
お
り
、
こ
の
地
域
で
は
金
宝
寺
か
ら
安
国
寺
に
名
称
を
変
更
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
釈
迦
堂
と
本
尊

阿
弥
陀
三
尊
像
は
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
一
向
宗
東
本
願
寺
派
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

一
向
宗
東
本
願
寺
派
の
末
寺
は
二
〇
か
寺
で
あ
る
。
西
本
願
寺
派
末
寺
は
八
五
か
寺
あ
る
の
で
、
約
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
し
、
檀
家
数

を
比
較
す
る
と
東
本
願
寺
派
寺
院
は
西
本
願
寺
派
寺
院
の
約
一
五
％
程
度
し
か
抱
え
て
い
な
い
。
以
上
の
事
か
ら
考
え
る
と
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
本
願
寺
が
東
西
に
分
裂
し
て
か
ら
中
国
地
方
へ
末
寺
創
立
を
図
っ
た
の
は
西
本
願
寺
が
早
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と

思
う
。

　

こ
の
地
域
の
東
本
願
寺
派
の
触
頭
は
妙
蓮
寺
と
道
證
寺
と
浄
願
寺
の
三
か
寺
で
、
小
本
寺
は
明
円
寺
で
あ
る
。

　

妙
蓮
寺
は
深
津
郡
福
山
西
町
に
あ
り
、
境
内
は
一
、〇
八
〇
坪
、
滅
罪
檀
家
は
六
〇
軒
と
あ
る
。

　

道
證
寺
は
深
津
郡
福
山
寺
町
に
あ
り
、
境
内
は
一
、一
一
〇
坪
、
滅
罪
檀
家
九
〇
軒
と
あ
る
。

　

浄
願
寺
は
深
津
郡
福
山
寺
町
に
あ
り
、
境
内
は
四
五
八
坪
、
滅
罪
檀
家
は
二
一
六
軒
と
あ
る
。

　

明
円
寺
は
沼
隈
郡
後
地
村
に
あ
り
、
境
内
九
四
六
坪
、
滅
罪
檀
家
二
五
〇
軒
と
あ
る
。

　

な
お
東
本
願
寺
末
寺
で
最
大
の
滅
罪
檀
家
を
抱
え
て
い
る
の
は
深
津
郡
福
山
寺
町
に
あ
る
最
善
寺
で
、
滅
罪
檀
家
六
二
五
軒
で
あ
り
、
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境
内
地
も
一
一
五
坪
で
あ
る
。
寺
格
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
こ
の
地
域
で
の
檀
家
数
で
は
最
も
多
い
。

　

東
本
願
寺
の
江
戸
時
代
初
期
の
史
料
に
『
申
物
帳
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
本
山
か
ら
物
品
を
購
入
す
る
と
そ
の
都
度
東
本
願
寺
法

主
に
対
し
て
末
寺
か
ら
礼
金
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。
以
下
若
干
の
例
を
記
し
て
み
る
と
、

一
、
大
谷
本
願
寺
親
鸞
聖
人
御
影
御
礼
は
銀
九
六
三
匁
五
分
（
約
一
六
両
）

一
、
歴
代
御
影
像
御
礼
は
銀
三
三
四
匁
七
分
（
約
五
・
六
両
）

一
、
聖
徳
太
子
・
七
高
祖
御
礼
は
銀
二
貫
七
四
匁
八
分
（
約
金
三
四
・
六
両
）

一
、
木
仏
御
礼
は
銀
三
八
三
匁
三
分
（
約
金
六
・
四
両
）

一
、
紙
寺
号
は
銀
二
六
二
匁
六
分
（
約
金
四
・
四
両
）

一
、
紙
坊
号
は
銀
一
五
五
匁
六
分
（
約
金
二
・
六
両
）

以
上
は
総
て
本
願
寺
法
主
へ
の
謝
礼
金
で
あ
る
。
製
作
費
は
別
料
金
で
あ
る
。

　

一
向
宗
で
は
東
西
本
願
寺
と
も
末
寺
の
坊
号
や
寺
号
も
本
願
寺
法
主
が
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
謝
金
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で

あ
る
。
法
主
が
寺
名
や
坊
名
を
紙
に
書
く
の
で
「
紙
寺
号
」・「
紙
坊
号
」
と
よ
ん
で
い
る
。

　

つ
ぎ
に
浄
土
宗
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

浄
土
宗　
福
山
藩
の
浄
土
宗
寺
院
を
先
述
の
明
治
三
年
の
史
料
で
表
示
し
た
の
が
第
六
表
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
寺
院
は
全
体
で
一
九
か
寺
あ
る
が
、
総
て
京
都
知
恩
院
を
本
山
と
す
る
寺
院
で
あ
る
。
江
戸
の
増
上
寺
末
寺
は
一
か
寺
も
存
在

し
て
い
な
い
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
と
あ
る
の
は
、
全
国
の
浄
土
宗
寺
院
が
増
上
寺
に
提
出
し
た
「
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
で
あ
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る
。
こ
れ
に
よ
る
と
専
故
寺
と
普
門
寺

の
二
か
寺
は
こ
の
史
料
に
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
檀
家
数
を
見
る
と
二
か
寺
と

も
少
な
い
の
で
、
一
六
九
六
年
以
降
に

開
創
し
た
寺
と
思
わ
れ
る
。

　

浄
土
宗
が
こ
の
地
域
に
進
出
し
た
の

は
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
深
津
郡
福

山
安
楽
寺
と
沼
隈
郡
神
島
村
法
然
寺
で

あ
る
。
こ
の
二
か
寺
の
開
山
は
い
ず
れ

も
重
譽
長
円
で
あ
る
。

　

そ
の
後
建
立
さ
れ
た
寺
を
辿
っ
て
み

る
と
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
逝
去

し
た
天
譽
岌
井
の
沼
隈
郡
後
地
村
阿
弥

陀
寺
、
天
正
五
年
円
譽
文
宗
が
沼
隈
郡

山
北
村
に
開
創
し
た
極
楽
寺
。
天
正

一
〇
年
（
一
五
八
二
）
逝
去
し
た
崇
譽

浄
円
が
開
創
し
た
神
石
郡
時
安
村
西
福

寺
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
逝
去

第 6表　備後国福山藩浄土宗寺院の実態

参考文献� 元禄 9年（1696）は「浄土宗寺院由緒書」（『増上寺史料集第 7巻』）
� �明治 3年（1870）は「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」（国立国会図書館所蔵）
� 檀家数は明治 3年現在

郡郡名名 地地名名 寺寺院院名名 本本山山名名 開開創創年年 開開山山名名 開開山山没没 元元禄禄99 明明治治33 檀檀家家数数

1  深津
 福山
 西町

 定福寺  知恩院 1621  円譽祖応 1636 ○ ○ 101

2  深津
 福山
 寺町

 洞林寺  知恩院  信蓮社住譽 1671 ○ ○ 62

3  深津
 福山
 寺町

 一心寺  知恩院 1626  円譽祖応 1636 ○ ○ 103

4  深津
 福山
 蘭町

 安楽寺  知恩院 1557  重譽長円 ○ ○ 130

5  沼隈
 上山
 南町

 悟真寺  知恩院 不詳  勝蓮社清譽 ○ ○ 284

6  神石  時安  西福寺  知恩院  崇譽浄円 1582 ○ ○ 26

7  芦田  高木  西雲寺  知恩院 1635  品譽龍岩 1672 ○ ○ 55

8  深津  浦上  光福寺  知恩院  光譽秀天 1662 ○ ○ 250

9  沼隈  神島  法然寺  知恩院 1557  重譽長円 ○ ○ 13

10  沼隈  山北  極楽寺  知恩院 1577  円譽文宗 1601 ○ ○ 83

11  安那  川北  万念寺  知恩院 不詳  願譽休閑 ○ ○ 210

12  深津  深津  専故寺  知恩院 不詳 ○ 0

13  芦田  町村  金龍寺  知恩院 不詳  円譽廓翁 ○ ○ 120

14  深津
 福山
 寺町

 大念寺  知恩院 1620  大譽龍天 1653 ○ ○ 487

15  品治  下山寺  浄念寺  大念寺 1643  寛譽萬徹 1644 ○ ○ 32

16  沼隈  高須  普門寺  大念寺 不詳 ○ 2

17  沼隈  後地  阿弥陀寺  知恩院  天譽岌井 1577 ○ ○ 80

18  沼隈　 鞆  浄泉寺  阿弥陀寺  閑譽慶存 1621 ○ ○ 55

19  沼隈  後地  源正寺  阿弥陀寺  翁譽休隠 1605 ○ ○ 8

元禄9年（1696）は「浄土宗寺院由緒書」（『増上寺史料集第7巻』）
明治3年（1870）は「福山藩諸宗本末寺号其外明細帳」（国立国会図書館所蔵）
檀家数は明治3年現在

第第66表表　　備備後後国国福福山山藩藩浄浄土土宗宗寺寺院院のの実実態態

参考文献
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し
た
翁
譽
休
隠
が
開
創
し
た
沼
隈
郡
後
地
村
源
正
寺
。
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
大
譽
龍
天
が
開
創
し
た
深
津
郡
福
山
寺
町
大
念
寺
。
元

和
七
年
（
一
六
二
一
）
円
譽
祖
応
が
開
創
し
た
深
津
郡
西
町
定
福
寺
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
円
譽
祖
応
が
深
津
郡
福
山
寺
町
に
開
創

し
た
一
心
寺
。
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
逝
去
し
た
閑
譽
慶
存
が
開
創
し
た
沼
隈
郡
鞆
村
の
浄
泉
寺
。
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
品
譽

龍
巌
が
開
創
し
た
芦
田
郡
高
木
村
西
雲
寺
。
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
三
）
寛
譽
萬
徹
が
開
創
し
た
品
治
郡
下
山
寺
村
浄
念
寺
で
あ
る
。

　

の
こ
り
の
四
か
寺
に
つ
い
て
も
一
六
六
〇
年
代
に
は
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

福
山
藩
領
の
浄
土
宗
寺
院
を
二
か
寺
開
創
し
た
僧
侶
が
二
人
い
る
。
一
人
は
重
譽
長
円
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
円
譽
祖
応
で
あ
る
。

　

ま
ず
重
譽
長
円
と
彼
が
開
創
し
た
寺
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
深
津
郡
福
山
蘭
町
安
楽
寺
と
沼
隈
郡
神
島
法
然
寺
で
あ
る
。
元

禄
九
年
（
一
六
九
六
）「
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
、
安
楽
寺
は
「
阿
弥
陀
寺
末
、
備
後
国
深
津
郡
福
山
、
正
覚
山
摂
取
院
安
楽

寺
、
開
山
は
重
譽
長
円
、
当
寺
起
立
は
弘
治
三
丁
巳
歳
（
一
五
五
七
）
な
り
」
と
あ
る
。

　

二
か
寺
目
の
法
然
寺
に
つ
い
て
は
「
知
恩
院
末
、
備
後
国
沼
隈
郡
古
神
嶋
村
、
白
空
山
法
然
寺
、
開
山
重
譽
長
円
、
姓
氏
・
生
国
・
剃

髪
・
附
法
之
師
を
知
ら
ず
、
当
寺
建
立
は
弘
治
三
丁
巳
年
（
一
五
五
七
）
の
起
立
な
り
」
と
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
寺
で
も
重
譽
長
円
の
出
生
地
・
師
匠
の
名
前
・
本
人
の
姓
氏
名
な
ど
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
開
創
年
代
か
ら
み
る
と
こ
の
二

か
寺
が
福
山
藩
領
の
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
は
最
も
古
い
と
い
え
よ
う
。

　

二
人
目
の
人
物
は
円
譽
祖
応
で
あ
る
。
彼
が
開
創
し
た
寺
は
深
津
郡
福
山
西
町
定
福
寺
と
福
山
寺
町
一
心
寺
で
あ
る
。
先
述
の
「
浄
土

宗
寺
院
由
緒
書
」
で
紹
介
し
て
み
る
と
、
定
福
寺
は
つ
ぎ
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

定
福
寺
、
知
恩
院
末
、
備
後
国
深
津
郡
福
山
、
無
量
山
寿
松
院
定
福
寺
、
開
山
円
譽
上
人
祖
応
和
尚
、
俗
姓
は
鈴
木
氏
、
生
国
は

三
州
佐
久
嶋
の
人
、
剃
髪
の
師
詳
ら
か
な
ら
ず
、
当
寺
は
元
三
州
刈
谷
之
霊
区
に
て
開
基
せ
し
め
、
水
野
古
日
向
守
殿
（
水
野
勝
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成
）
元
和
元
乙
卯
年
（
一
六
一
五
）
参
州
よ
り
和
州
へ
移
り
、
同
五
己
未
年
（
一
六
一
九
）
当
地
へ
入
部
の
と
き
、
祖
応
和
尚
は

太
守
（
水
野
勝
成
）
に
従
い
来
た
り
、
元
和
七
酉
歳
（
一
六
二
一
）
寺
建
立
な
り
、
寛
永
一
三
丙
子
年
（
一
六
三
六
）
二
月
二
日
、

当
寺
に
於
い
て
示
寂
、

と
あ
り
、
こ
の
「
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
開
山
円
譽
祖
応
和
尚
は
三
河
国
の
生
ま
れ
で
鈴
木
と
い
う
姓
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
最
初
定
福

寺
を
三
河
国
刈
谷
に
開
創
し
た
と
し
て
い
る
。
刈
谷
藩
主
水
野
勝
成
（
三
万
石
）
が
転
封
で
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
刈
谷
か
ら
大

和
国
郡
山
藩
主
（
六
万
石
）
に
な
り
、
そ
の
折
も
円
譽
祖
応
は
随
行
し
て
い
る
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
八
月
四
日
水
野
勝
成
は
福
山

藩
主
と
な
り
、
一
五
万
石
に
昇
格
し
て
い
る
。
こ
の
時
も
円
譽
祖
応
は
随
行
し
、
福
山
に
入
り
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
定
福
寺
を
開

創
し
た
。

　

一
心
寺
に
つ
い
て
も
「
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
に
よ
る
と
、

一
心
寺
、
知
恩
院
末
、
備
後
国
深
津
郡
福
山
、
円
界
山
一
心
寺
、
開
山
円
譽
祖
応
上
人
、
姓
氏
名
は
鈴
木
氏
、
生
国
は
三
州
佐
久

嶋
の
所
生
、
剃
髪
の
師
・
修
学
檀
林
・
附
法
之
師
は
知
ら
ず
、
当
寺
建
立
い
た
す
は
寛
永
三
丙
寅
年
（
一
六
二
六
）
開
山
円
譽
上

人
、
当
地
定
福
寺
在
住
之
内
、
当
寺
建
立
致
し
、
弟
子
観
譽
円
察
を
附
属
せ
し
め
、
定
福
寺
に
お
い
て
示
寂
す
、

一
心
寺
開
創
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
と
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
普
化
宗
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

普
化
宗
の
寺
院
は
い
ず
れ
も
京
都
白
川
に
あ
っ
た
明
暗
寺
の
末
寺
で
あ
る
。
福
山
藩
領
に
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
は
八
か
寺
存
在
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し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
寺
も
「
境
内
こ
れ
な
し
」、「
滅
罪
檀
家
こ
れ
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
考
え
る
と
収
入
は

ど
の
よ
う
に
し
て
得
て
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
八
か
寺
に
は
い
ず
れ
も
住
職
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
他
宗
派
で
云
え
ば
当

然
の
事
な
が
ら
「
無
住
に
つ
き
他
寺
が
兼
帯
」
と
記
さ
れ
て
い
る
寺
で
あ
る
。
僧
侶
名
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
町
屋
住
居
四
か

寺
、
農
家
住
居
四
か
寺
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
住
職
た
ち
は
い
ず
れ
も
町
民
と
農
民
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
明
治
政
府
は
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
太
政
官
達
で
普
化
宗
は
廃
止
さ
れ
た
。

　

つ
ぎ
に
時
宗
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

時
宗
の
寺
院
は
二
か
寺
あ
り
、
い
ず
れ
も
本
山
は
相
模
国
鎌
倉
郡
西
富
村
に
あ
る
清
浄
光
寺
（
通
称
遊
行
寺
）
で
あ
る
。

　

福
山
藩
に
あ
る
時
宗
の
寺
は
沼
隈
郡
後
地
村
に
あ
る
本
願
寺
と
沼
隈
郡
鞆
町
に
あ
る
永
海
寺
で
あ
る
。

　

本
願
寺
の
境
内
は
三
四
一
坪
あ
り
、
滅
罪
檀
家
三
〇
軒
を
抱
え
て
い
た
。
江
戸
時
代
の
史
料
で
見
る
と
、
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）

「
時
宗
遊
行
末
寺
帳
」
と
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）「
時
宗
遊
行
派
本
末
書
上
覚
」
に
は
所
収
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
閏
一
〇
月
の
段
階
で
は
つ
ぎ
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。「
住
職
こ
れ
な
く
、
当
藩
管
轄
所
同
国
同
郡
後
地
村
浄
土
宗
鎮
西
派

中
本
寺
阿
弥
陀
寺
住
職
碩
成
が
兼
帯
罷
り
あ
り
候
」
と
見
え
て
い
る
。

　

も
う
一
か
寺
は
本
願
寺
の
末
寺
で
、
沼
隈
郡
鞆
町
に
あ
る
永
海
寺
で
あ
る
が
、
先
述
の
寛
永
一
〇
年
末
寺
帳
に
は
な
く
、
天
明
八
年
の

「
本
末
書
上
覚
」
に
は
本
願
寺
末
寺
永
海
寺
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
年
の
史
料
で
は
永
海
寺
の
境
内
は
一
四
坪
と
書
か
れ
、
滅
罪

檀
家
は
こ
れ
な
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
願
寺
と
同
様
無
住
の
寺
な
の
で
、
浄
土
宗
鎮
西
派
の
阿
弥
陀
寺
が
兼
帯
し
て
い
る
。

　

時
宗
の
寺
で
あ
り
な
が
ら
他
宗
派
で
あ
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
が
兼
務
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
実
は
時
宗
遊
行
派
の
開
創
者
一
遍
は
、
最
初
は
浄
土
宗
鎮
西
派
の
聖
達
の
弟
子
に
な
っ
た
縁
も
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
歴
代
遊
行
上

人
が
全
国
を
廻
国
布
教
す
る
時
は
、
数
多
く
の
浄
土
宗
寺
院
を
一
行
の
僧
侶
達
の
宿
舎
と
し
て
い
た
。
浄
土
宗
寺
院
と
は
親
し
い
関
係
に
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あ
っ
た
。む

す
び

　

明
治
三
年
「
福
山
藩
諸
宗
本
末
寺
号
其
外
明
細
帳
」
を
史
料
と
し
て
、
こ
の
地
域
の
仏
教
諸
宗
派
寺
院
の
分
析
を
試
み
た
。

　

ま
ず
驚
い
た
の
は
天
台
宗
の
寺
院
が
一
か
寺
も
な
い
事
で
あ
っ
た
。
中
国
地
方
に
は
、
播
磨
国
は
円
鏡
寺
、
美
作
国
は
本
山
寺
、
備
前

国
は
金
山
寺
、
備
中
国
は
明
王
院
、
安
芸
国
は
松
栄
寺
、
周
防
国
は
真
光
院
な
ど
、
い
ず
れ
も
大
寺
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
末
寺
を

持
っ
て
い
る
の
に
、
備
後
国
福
山
藩
領
に
は
一
か
寺
も
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
の
か
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

備
後
国
で
最
も
勢
力
が
強
か
っ
た
の
は
一
向
宗
で
あ
る
。
一
向
宗
は
領
内
の
全
檀
家
数
の
約
五
四
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
一
向
宗
本
願
寺
が
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
東
本
願
寺
と
西
本
願
寺
に
分
割
さ
れ
た
た
め
、
両
本
山
が
村
落
の
持
仏
堂
や
阿

弥
陀
堂
に
僧
侶
を
派
遣
し
、
何
々
坊
や
何
々
寺
に
昇
格
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
末
寺
の
開
創
を
競
っ
た
こ
と
、
更
に
本
山
並
び
に
法
主
が
、
木

仏
を
始
め
様
々
な
品
物
の
購
入
を
迫
り
、
そ
の
事
で
末
寺
側
と
し
て
は
多
く
の
講
員
を
つ
の
り
、
勧
化
金
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
講
員
を
檀
家
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

こ
の
地
域
で
始
め
て
明
ら
か
に
出
来
た
の
は
本
山
修
験
宗
・
当
山
修
験
宗
・
普
化
宗
の
僧
侶
は
本
来
の
身
分
が
町
民
や
農
民
で
あ
っ
た

と
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
他
の
仏
教
諸
宗
派
の
僧
侶
と
生
活
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。

　

注
目
す
べ
き
事
は
、
福
山
藩
の
各
宗
寺
院
の
成
立
が
中
世
後
期
か
ら
始
ま
り
、
幕
府
が
日
本
人
全
員
の
宗
旨
人
別
帳
を
作
製
さ
せ
、
そ

の
お
り
寺
請
証
文
を
僧
侶
が
書
く
こ
と
を
義
務
付
け
た
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
ま
で
に
は
多
く
の
寺
院
が
開
創
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
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（
注　

本
論
文
で
は
一
向
宗
と
記
し
た
が
、
明
治
政
府
が
浄
土
真
宗
の
呼
称
を
許
可
し
た
の
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
で
あ
る
の
で
、

対
象
と
し
た
時
期
が
明
治
三
年
以
前
で
あ
る
の
で
一
向
宗
と
し
た
）
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